
東京地裁への移送に対して、弁護団は、８

月１８日付でさいたま地裁第４民事部に「移

送するな」という意見書を提出しました

（「第３回弁護団会議・議案書」Ｐ３）。に

もかかわらず、１１月６日、さいたま地裁は

「東京地方裁判所に移送する」決定を行いま

した。直ちに県本部をはじめ各支部から志田

原信三・第４民事部裁判長裁判官に抗議文を

送りました。

さいたま弁護団もこの決定に対して抗告し、

さいたま地裁へ戻せという主張をしています

（「第３回原告団会議議案書」Ｐ１９参照）。

ところが、ここにきて新たな状況が出てき

ました。

１２月２日に行われた東京地裁での口頭弁

論で裁判長が「取消処分ではなく給付処分で

はないか」という示唆を行いました。

この示唆に基づき、中央の弁護団として、

移送の結論が出ていないところでは決定を引

き延ばしてほしいという上申（第３回原告団

会議議案書」Ｐ３１参照）を、埼玉のように

すでに決定が下されたところでは取消を要請

する（同・Ｐ３２）ことを意思統一しました。

中央本部は、１２月２４日付の「補足説明」

で５点あげています（「第３回原告団会議議

案書Ｐ１）。

１．行政事件訴訟法に基づく行政処分の取り

消しを求める「取消訴訟」ではなく、民事訴

訟法第５条１号（財産権上の訴え）による

「給付訴訟」にする。

２．「給付訴訟」になってもこれまで主張し

てきた内容の変更はない。憲法２５条、２９

条、１３条への侵害を立証する。

３．地域の裁判所で裁判が行える。

４．「訴えの変更をするから移送の取りやめ

を」という上申書を提出する。

５．全国的な意思統一をする。

埼玉県の違憲訴訟推進委員会は、１月４日、

斉藤耕平弁護士に会い、この一連の問題への

対応を協議しました。

基本的には、「給付訴訟」にせざるを得な

いのではないかという結論になり、県本部常

任委員会、執行委員会でも「給付訴訟」に変

更して裁判を行うことを確認しました。
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移送を決定後の新たな動き

県本部のカンパ目標は５００万円です。２

０１６年１月１３日現在の到達は次の通りで

す。

○県本部の到達（２,７６３,６６５円）

○支部目標を達成した支部（１１支部）

与野、川口、寄居、本庄児玉、嵐山、八潮、

松伏、鷲宮、久喜、栗橋、白岡

県本部の目標は、１人１０筆で１０万筆で

す。全国的には組合員一人分が９筆に達して

いる長崎県や８筆を超している和歌山県、大

分県などがありますが、埼玉県は、一人分が

３.５筆（３５,５１４筆）という状況です。

○支部目標を達成した支部（６支部）

吉川、鷲宮、蓮田、杉戸、白岡、日高

違憲訴訟カンパ達成状況

１００万署名達成状況

「給付処分」で闘う


